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（様式第１号）         

 ■ 会議録  □ 会議要旨

会議の名称 令和６年度 芦屋市霊園使用者選考委員会 

日   時 令和６年７月１９日（金）午前１０時００分～午前１１時３０分 

場   所 芦屋市役所東館３階中会議室 

出  席  者 委 員 長  定雪 満 

委  員  猿丸 宏子、藤田 尚孝、花木 宏修、越野 睦子、石戸 正、 

武内 達明、大上 勉 

欠席委員  なし 

事 務 局 市民生活部環境・経済室環境課 課長 長良 晶子、 

課長補佐兼霊園・火葬場係 係長 小山 陽光、担当 亀岡 学 

会議の公開  ■ 公開 

□ 非公開    □ 一部公開 

会議の冒頭に諮り、出席者８人中８人の全員賛成により決定した。 
〔芦屋市情報公開条例第19条の規定により非公開・一部公開は出席者の３分の２以上の

賛成が必要〕 

＜非公開・一部公開とした場合の理由＞ 

傍 聴 者 数 ０人（公開又は一部公開の場合に記入すること。） 

１ 会議次第 

(1) 委嘱状・任命書 

(2) 委員長選任 

(3) 報告事項 

ア 令和５年度 芦屋市霊園一般墓地使用者募集結果 

イ 令和５年度 芦屋市霊園合葬式墓地使用者募集結果 

(4) 議題 

諮問事項 一般墓地（常時募集以外）の募集について（案） 

(5) その他 

２ 提出資料 

(1) 令和６年度 芦屋市霊園使用者選考委員会委員名簿 

(2) 報告事項 令和５年度 芦屋市霊園一般墓地・合葬式墓地使用者募集結果 

(3) 諮問事項 一般墓地（常時募集以外）の募集について（案） 

(4) 令和６年度 一般墓地（常時募集以外）の募集区画全体図 

(5) 令和６年度 芦屋市霊園使用者選考委員会 諮問事項 概要版 

(6) 一般墓地募集のスケジュール（変更案） 

３ 審議内容 

＜事務局：長良＞

ただ今より、令和６年度芦屋市霊園使用者選考委員会を開催させていただきます。 

本日は、大変お忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日、議事までの進行を務めさせていただきます市民生活部環境・経済室環境課の長良と

申します。よろしくお願いいたします。 
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【配布資料の確認】

＜事務局：長良＞

事前にお配りした資料から少し変更がございます。一般墓地の募集をする際に、これまで

「１２㎡以上」と「１２㎡未満」に大きく分け、「１２㎡以上」を「常時募集」とさせてい

ただいておりましたが、直近になり、区画が少し動いているのではないかということが分か

りまして、この委員会が始まるギリギリのタイミングまで、現地を全て測らせていただきま

した。その結果、若干、０．１㎡未満でもズレがあることが分かりました。ただ、やはり１

２㎡以上の区画全体でまとまって地区が形成されているという性格上、１２㎡を０．１㎡切

れているからといって、一般募集に切替るのもいかがなものかということがございまして、

表現を「概ね１２㎡以上」という形にさせていただいております。こちらは「常時募集」で

変わりはございません。 

その結果、「１２㎡未満」とさせていただいていたところを「常時募集以外」というよう

な表現にさせていただきました。そういったところは１０㎡程度が一番大きい区画になり

ますので、大枠に変更はないのですが、細かな表現が変わったということで、今後公表する

際も、「概ね１２㎡以上」と「常時募集以外」という表記にさせていただくために、その違

いがあるということで、机の上にもう一度資料をお配りさせていただいております。 

【その他の事務手続きの確認】

＜事務局：長良＞

では、本日の会議は、お手元の会議次第に沿って、進めさせていただきます。 

それでは、早速ですが、次第２、委嘱状・任命書の交付に移らせていただきます。 

本来でしたら、公印を押したものを、市長から委嘱するところですが、本日、別の公務の

ため出席できませんので、簡略化いたしまして、お手元に置かせていただいておりますの

で、ご確認ください。 

続きまして、先ほども申し上げましたが、本日市長が公務のため出席できませんので、委

嘱にあたりまして、市長の代理で市民生活部長の大上よりご挨拶申し上げます。 

【部長あいさつ】

＜事務局：長良＞

それでは、次に、委員と事務局職員の紹介に入らせていただきます。 

名簿の順に、委員の皆様から自己紹介をお願いいたします。 

【委員自己紹介】

＜事務局：長良＞

ありがとうございました。 

では、引き続き事務局の紹介をさせていただきます。 

【事務局職員自己紹介】

＜事務局：長良＞

それでは、次に、次第３、委員長の選任に移らせていただきます。 
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選考委員名簿をご用意させていただいておりますが、芦屋市霊園使用者選考委員会規則

第２条第２項の規定に基づきまして、委員長は委員の互選により定めることとなっており

ますが、いかがいたしましょうか。どなたか立候補される方はいらっしゃいますでしょう

か。 

―――立候補なし――― 

＜事務局：長良＞

立候補される方がおられないようですので、事務局から委員長を提案させていただくと

いうことで、よろしいでしょうか。 

―――全員異議なし――― 

＜事務局：長良＞

ありがとうございます。 

それでは事務局といたしましては、定雪委員に委員長をお願いしたいと思いますがいか

がでしょうか。 

―――全員異議なし、拍手――― 

＜事務局：長良＞

ありがとうございます。 

それでは、委員長は定雪委員にお願いしたいと思います。恐れ入りますが、定雪委員長

は、委員長のお席のほうへ移動をお願いいたします。 

―――席を移動――― 

＜事務局：長良＞

それでは、委員長、一言お願いいたします。 

【委員長挨拶】

＜事務局：長良＞

ありがとうございました。 

続きまして、芦屋市霊園使用者選考委員会規則第２条第４項において、「委員長に事故が

あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する」とありますので、代

理する者をあらかじめ指定する必要がございます。定雪委員長、指定をお願いいたします。 

＜定雪委員長＞

それでは、大上委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

―――全員異議なし、拍手――― 

＜大上委員＞

了解いたしました。 
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＜事務局：長良＞

ありがとうございます。では、万が一の際は、職務代理者としてよろしくお願いいたしま

す。 

続きまして、本日は、芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例第５条の規定に基づきまし

て、今年度の芦屋市霊園の使用者募集に際しまして、使用者を決定する基準その他必要な事

項につきまして、諮問をさせていただくものでございます。 

定雪委員長のお席に諮問書の正本を、各委員のお手元にはその写しを配布させていただ

いておりますので、ご確認ください。 

それでは、定雪委員長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

＜定雪委員長＞

それでは、事務局から委員の出席状況と、会議の公開と議事録の公開についての説明をお

願いいたします。 

＜事務局：長良＞

本委員会の委員は８名で、本日は８名の方がご出席でございます。 

芦屋市霊園使用者選考委員会規則第３条第２項の規定では、過半数以上の出席で成立と

なっておりますので、本委員会は成立しております。 

また、会議の公開についてですが、芦屋市情報公開条例で附属機関の行う会議は、原則公

開と定められております。ただし、第１９条により非公開情報が含まれる事項について審議

する場合、あるいは公開することにより、会議の構成又は円滑な運営に著しい支障が生ずる

と認められる場合につきましては、出席者の３分の２以上の賛成があれば、公開しないこと

ができるとなっております。特にご意見等がなければ公開させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

―――全員異議なし――― 

＜事務局：長良＞

また、議事録の公開につきましては、芦屋市情報公開条例第７条に公文書の公開義務が規

定されております。この規定に非公開情報の規定がありまして、それにより判断することに

なりますが、本日の委員会は原則公開と考えております。そのため、本委員会は録音をさせ

ていただきますので、あらかじめご了承ください。 

なお、公開内容につきましては、ご発言いただきました委員の方のお名前も含むものとな

っておりますので、それについてもご了承をお願いいたします。 

また、議事録の公開にあたりましては、事前に委員長に内容の確認をしていただき、公開

させていただこうと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

＜定雪委員長＞

それでは、会議の公開と議事録の公開につきましては、事務局から今説明がございまし

た。そのとおりに取扱いをさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

―――全員異議なし――― 
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＜定雪委員長＞

ありがとうございます。 

本日、傍聴の方は、いらっしゃいますでしょうか。 

＜事務局：長良＞

傍聴の方は、いらっしゃいません。 

＜定雪委員長＞

分かりました。ありがとうございます。 

それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

まず、次第４、報告事項といたしまして、令和５年度の一般墓地と合葬式墓地の募集結果

について、事務局から報告をお願いいたします。 

＜事務局：小山＞

（提出資料(2)報告事項 令和５年度 芦屋市霊園一般墓地・合葬式墓地使用者募集結果

について説明） 

＜定雪委員長＞

ありがとうございました。 

ただいまの報告につきまして、何かご質問等がございましたら、どなたからでも結構です

ので、お願いしたいと思います。 

＜越野委員＞

令和５年度は、本募集で募集された中で、応募区画数が２５区画、使用許可区画数が２３

区画、２区画は辞退というお話だったのですが、補欠当選とかもなかったのでしょうか。 

＜事務局：小山＞

ありませんでした。 

＜越野委員＞

応募人数が８９人で、使用許可区画数が２３区画なので、希望される区画に偏りが大分あ

ったのかなと感じるのですが、それは、年によって偏りがあるのでしょうか。 

あと、１２㎡未満の区画がいくつくらいあって、１２㎡以上の区画がどれくらいあるの

か、全体の数を参考までに教えていただけますか。 

＜事務局：長良＞

すみません。全体の数の把握は照査できておりません。 

全体の傾向としまして、１㎡から２㎡までの区画で眺望の良い地区は、年によっては１区

画に対して２０件の応募があることもございます。ちなみに昨年は、一番多い区画で１１件

の応募がありました。それ以外にも９件とか７件とか、区画によって。ただ、その９件のと

ころは比較的大きい３㎡の区画です。 

＜越野委員＞

全体図を見せていただきましたが、すごい数ですよね。 
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＜定雪委員長＞

全体で６，２００区画くらいあります。 

＜事務局：小山＞

先ほどの１１件の申込みがあったところは１．４６㎡ですので、比較的コンパクトな墓地

に集中したという結果です。 

＜花木委員＞

今の倍率の件ですけれども、例えば募集期間内で、現在の倍率みたいなものをホームペー

ジに更新していくようなことができれば、一極集中を防ぐことができるのではないかと、聞

いていて思いました。ただ、手間がかかることなので、もし簡単にできるのであれば、そう

いう方法もあるのかなと思います。 

＜事務局：長良＞

今後の参考にさせていただきたいと思います。本募集は、受付期間自体が非常に短いとい

うことと、やはり毎日変わっていくので、どの時点で公表するか。要するに、公表したけれ

ども、その次の日の朝にはものすごくいっぱいになっていて、聞いていた話と違うというこ

とにもなりかねませんので、公表の方法は、もう少しこちらのほうで検討させていただきた

いと思います。 

＜越野委員＞

今のところは倍率とかを公表されていないということでしょうか。 

＜事務局：長良＞

はい。 

＜越野委員＞

昨日、石材店さんのホームページを見ていたら、どこらへんに人気があるかというのを石

材店さんは把握されていたようです。それは石材店さんが独自に調査されたということで

しょうか。 

＜事務局：小山＞

お墓を立てるとなりますと、石材店によくご相談があると思うんです。受注件数とかそう

いうもので把握されているのかなと思います。 

＜越野委員＞

市としては、大体ここらへんが人気ということを出していないんですね。 

＜事務局：小山＞

はい。 

＜定雪委員長＞

面積が小さいほうが人気があるというのも一つだと思うんですが、それ以外に眺望とか

もありますよね。芦屋市霊園は山ですから、８０ｍくらいの高低差があったかと思います。 
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＜事務局：長良＞

傾向としましては、やはり眺望というのは明らかに影響があると思います。眺望が少しよ

ろしくないところで、何年か残っている区画がございます。あと、駐車場が近くにあるか、

ないかというのもかなり影響があると見させていただいております。 

＜定雪委員長＞

そこらへんは、行ってみないと分からないといことですね。ありがとうございます。 

ほかに、どなたかいらっしゃいますか。 

＜武内委員＞

合葬式墓地には直接合葬方式と安置後合葬方式があるということですが、年間の維持管

理費を教えていただけますか。 

＜事務局：小山＞

合葬式墓地のほうは、永代の使用料をお支払いいただいて、その後に維持管理費のような

ものをお支払いいただくことはないです。 

＜武内委員＞

料金はどのようになっていますか。 

＜事務局：小山＞

直接合葬方式のほうは１体あたり１０万円、安置後合葬方式のほうは１体あたり２０万

円となっております。 

＜武内委員＞

わかりました。 

＜越野委員＞

常時募集のほうが、令和５年度は、４０区画に対して決まっているのが２区画のみという

ことで、毎年大体これぐらいですか。 

＜事務局：小山＞

そうですね。数件という感じです。 

＜越野委員＞

毎年この議論はされていると思いますが、小さい区画のほうがニーズがあるのだとした

ら、やはり大きな区画を整理するということも。でも、道のこともあって難しいということ

もあると思います。 

次の議題にも関係しますが、令和５年度に返還された区画もたくさんあるみたいで、だん

だんと合葬方式のほうへ移行していくのかなというのは感じられますが、納骨可能数は骨

壺で４，５００体分、使用許可件数は１，８９０件となっていますが、生前申込みが可能な

ので、１，８９０体が今入っているというわけではないですよね。 

＜事務局：小山＞

そうです。 
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＜越野委員＞

生前に自分と旦那様の２人分を申し込んで、後からやっぱりキャンセルするということ

もできますか。 

＜事務局：長良＞

あり得ます。 

＜越野委員＞

そのときは返金していただけるのですか。 

＜事務局：長良＞

使用許可から３年以内であれば、７割を返還させていただくという規定になっておりま

す。 

＜越野委員＞

３年ですか。結構短いですね。 

＜事務局：長良＞

ただ、令和３年７月から開設しておりますので、３年以上経過したものはまだなかったの

で、すべて７割は返還させていただいております。 

＜越野委員＞

使用許可がもう１，８９０件出ていて、令和５年度だけでも３２１件となれば、これがど

んどん増えていくと、あっという間にいっぱいになってしまいそうですが、これは骨壺で入

れるわけではなく、さらし袋で入れるから、実際にはもっと収容可能なのだと思います。で

も、将来のことを考えて、全体を見直したり、この大きな区画の部分も含めた土地の再編の

ような形で、合葬式墓地をもう一つ増やすとか、そういったことも今検討されているのでし

ょうか。 

＜事務局：長良＞

４，５００体というのは、骨壺という非常に大きな大きさでカウントしておりますので、

実際にさらし袋に入れると、非常に小さくなります。先日、見させていただきましたが、ま

だまだ余裕がある状態です。何十年先にそろそろ検討しなければならない、そのときには、

墓地への考え方ももっと変わっている時代になっていると思います。次の計画は、今の合葬

式墓地との位置的な関係性とか連続性とか、そういったことも含めて検討していくものと

思っております。 

＜越野委員＞

分かりました。ありがとうございます。 

＜定雪委員長＞

ほかにないようでしたら、次に移りたいと思います。 

それでは、続きまして、次第５の議題に移ります。 

事務局から、諮問事項について一括して説明をお聞きして、その後、質疑応答とか順次検
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討を進めてまいります。 

それをこれから審議するにあたりまして、最初に審議の期限について確認をさせていた

だきいと思うのですが、事務局から何か希望はありますか。 

＜事務局：小山＞

この後、スケジュールについて説明させていただきますが、そのスケジュールの関係上、

特に附帯事項等がなければ、本日付けでご答申いただければと考えております。 

＜定雪委員長＞

というのも、資料を見ていたら、９月ぐらいからもう募集開始ですよね。それは、また後

で説明いただきたいと思います。 

それでは、審議の過程で、皆さんの同意を得ながら決めていくという形にしたいと思いま

す。 

本日の委員会では、令和６年度の芦屋市霊園一般墓地の常時募集以外の墓地使用者を決

定する基準等について審議いたします。 

それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

＜事務局：小山＞

（提出資料(3)諮問事項 一般墓地（常時募集以外）の募集について（案）、(4)令和６年

度 一般墓地（常時募集以外）の募集区画全体図、(5)令和６年度 芦屋市霊園使用者

選考委員会 諮問事項 概要版、(6)一般墓地募集のスケジュール（変更案）について

説明） 

＜定雪委員長＞

ありがとうございました。 

今、事務局から、令和６年度の芦屋市霊園一般墓地の常時募集以外の墓地使用者を決定す

る基準等について、諮問事項として説明がありました。 

どなたからでも結構ですので、ご質問、ご意見等がございましたら、頂きたいと思いま

す。 

＜石戸委員＞

（提出資料(3)4ページ）③申込みできる方のエに「使用許可後１年以内施設の使用設備

（墓石、巻石等）」とありますが、巻石だけでもいいという意味ですか。 

＜定雪委員長＞

現地を見ますと、巻石だけのところが何か所か見受けられます。多分、現場が更地のまま

ではなくて、着手した行為を指しているのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。正確

なことはちょっと分からないですが。 

＜事務局：長良＞

条例上の表現というよりは、やはり適切に維持管理をしていただく必要があります。なの

で、更地のまま、草ぼうぼうの状態は困りますよという意味で、きちっと適切に管理をして

いただくことが本来の目的です。 

園内を見させていただくと、確かに１年以内に墓石まで建立される方もいらっしゃいま

すけれども、巻石だけの区画も相当数ございます。少なくとも巻石ぐらいは設置をして、維
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持管理を適切に行ってくださいということで対応をしております。 

＜石戸委員＞

では、このままでいいですね。 

＜事務局：長良＞

このままで大丈夫です。 

＜越野委員＞

（提出資料(3)4ページ）④複数回当選されなかった方への配慮というところで、ちょっと

文章表現が分かりにくいと思います。「ただし」の後の「その回数」というのは、「４回」を

指しているんですよね。 

＜事務局：小山＞

そうです。 

＜越野委員＞

「その」が指しているところが遠いんです。もっと近くにないと、皆さん理解に苦しむの

ではないかなと。だから、「４回以上本募集に応募し」にするか、「４回以上応募し」の後す

ぐに「（その回数には２次募集は含みません。）」とカッコ書きを付けるか、近くにされたほ

うが分かりやすいと思います。 

＜事務局：長良＞

ありがとうございます。表現を工夫させていただきます。 

＜越野委員＞

もう一つ文章表現で、（提出資料(3)5ページ）⑦遵守事項のところで、イ、「１墓地（区画）

には、２通以上の申込みはできません。」となっていますが、２通はできるんですか、１通

しかできないんですか。どうゆうふうに受け取ったらいいのでしょうか。 

＜事務局：小山＞

１通しか申込みはできないということになります。 

＜越野委員＞

１通なんですね。であれば「２通以上」と書かずに「１墓地（区画）に申込みできるのは

１通のみです。」とかのほうが、皆さんに分かりやすいのではないかと。「２通」が出てくる

と、２通できるのかなと。 

ウも一緒なんですけど、「２名以上の申込みはできません。」というのは、できるのは１名

なんですよね。であれば、「遺骨に対して申込みできるのは１名のみです。」と、もう少し簡

単に書いていただけるとありがたいです。 

＜事務局：長良＞

分かりました。ありがとうございます。 
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＜定雪委員長＞

事務局のほうで文章を修正していただきたいと思います。 

＜事務局：長良＞

ありがとうございます。 

＜定雪委員長＞

ほかに、どなたかいらっしゃいますか。 

＜花木委員＞

（提出資料(3)5ページ）遵守事項のウが、２次募集時は免除されるということなんですけ

ど、この解釈としては、２次募集のときは、家族全員で申し込んだら、もし抽選になったと

きに当たる確率が上がるというようなイメージなんでしょうか。２次募集であっても抽選

が発生するケースはありますよね、同じ日に複数件あった場合。「２名以上」というのは、

先ほどの説明だと、例えば、同じお骨について親族の方それぞれが申し込めるということ

で、そうすると、親族の方が５人おられたら、５件で申し込むと５票というカウントになる

んですか。 

＜事務局：長良＞

そうではないです。あくまでも一つのご遺骨に対しては１名しか申込みができませんの

で。ご親族が多いからといって、確率が上がるものではありません。 

＜花木委員＞

そうすると、上の「２次募集時はウを除く。」というのは……。 

＜越野委員＞

私も同じように思いました。この書き方だと、何名かで、家族で募集してもいいのかなと

いうふうに受け取れます。 

＜花木委員＞

文章上のことだけだと思いますので、読んで分かれば問題はないと思います。 

＜事務局：長良＞

全体的にそういう誤解を招かないように、複数名でもう一度確認させていただくように

いたします。ありがとうございます。 

＜定雪委員長＞

ほかに、どなたかいらっしゃいますか。 

＜大上委員＞

２点ございます。 

スケジュールの変更に関連して、委員の任期について、これまではおそらく令和５年度ま

でのように、委嘱をさせていただき、その任期のスタートのあたりに１回目のこの選考委員

会を開き、２年間の任期でお願いして、最終は２年目の２次募集が終わる、言わば３年目の

６月末までという２年間になっていたのですが、過渡期できゅっと縮めたときに、今のこの
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委員の皆様の任期に影響するのかを考えておかないといけないなと思いました。 

もう一点は、２次募集や常時募集になると、言わば、空いたところを先着順みたいな形で

お願いすることになるので、できるだけ応募しやすいような工夫も今後必要かなと思いま

す。そうなりますと、先ほど別の委員からもあったのですが、「ウ 既に、芦屋市霊園合葬

式墓地の生前申込を行っていないこと。」とか、そういったところの条件に関して工夫がい

るのかなと。例えば、生前申込みを行っておられる方でも２次募集のほうには申込みをして

いただけて、本当にそちらへ変えられるときは、生前申込みの権利をお返しいただくことを

条件にすることも考えられると思います。 

＜事務局：長良＞

１点目の任期のお話につきましては、今回は応募していただいた委員さんの公募条件も

２年としましたので、２年を変えるわけにはいかないので、次回以降、次の公募を１年半に

するのか、もしくは、２年半にするのか、そこはまた考えさせていただきながら、進めたい

と思っております。 

２点目については、万が一、生前申込みを行っている方がやっぱり変えられて、応募した

いと言われた場合には、７割ですけど返還するので先にキャンセルしてくださいと。ただ、

やはり人気のある区画に応募されたら、手を挙げても落ちる場合がありますよというご案

内にはなってしまうと思います。 

＜大上委員＞

それはそうですね。本募集のほうはそれでいいかもしれないですが、せめて２次募集は、

少しでも空いているところをお考えいただけるような条件というか、基準を、次回以降で結

構ですけれども、一度考えられたらなと、改めて思いました。 

＜定雪委員長＞

それは検討事項ですね。ほかに、ございますか。 

＜藤田委員＞

夫婦でご両家を看ている家庭がある場合、これを読んでいると、一つしか無理なんですか

ね。それとも、ご両家分できるんですか。 

＜事務局：長良＞

そうですね。申込者世帯が同一の場合は、やはり１通になってしまいます。 

＜藤田委員＞

実際問題、奥さんのほうがここの家しかない、旦那さんのほうもこの家しかない、それで

家に仏壇を２つ置いてある、お墓も別々にあると。なんとかしたいけど、一緒にはできない

のかと。 

＜事務局：長良＞

一緒にすることを制限しているものではございません。 

＜藤田委員＞

いえ、一家で２つのお墓が欲しいというニーズもあるんです。そのときに、この考え方だ

と、どちらかのお墓はここへ持って来ることができるけれども、もう一方は無理となってし
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まうのかなと思いながら拝見していたんですけれども。 

＜事務局：小山＞

そこは、⑦遵守事項のアのところですけれども、「原則」と書いておりまして、そういう

ご相談やニーズというのも、普段業務をしている中でもやはりあったりします。その都度ケ

ースによって、ご相談いただいて、ケース・バイ・ケースですけれども、判断させていただ

くことかなと思います。 

＜藤田委員＞

あまり厳密に受け取らなくていいということですね。 

今これを抜本的に見直すというのはやっぱり大変だと思うので、個人的な意見として、興

味があったので、どうなるのだろうかと。 

では、芦屋市霊園の場合は、柔軟に対応いただけると思っていいですね。 

＜事務局：小山＞

そうですね。 

＜定雪委員長＞

いろんなケースがあったと思いますので、どうかなと思うときは、それぞれ、いろいろな

ご相談に応じるということですね。 

＜事務局：長良＞

もちろんです。ご相談いただければと思います。 

＜定雪委員長＞

ほかに、どなたかございますでしょうか。 

＜花木委員＞

募集期間をずらすというのは非常にいいことだと思うのですが、そもそもなぜ９月スタ

ートになったとか、その経緯は何かあるのでしょうか。 

＜事務局：長良＞

その当時の状況を正確に把握したものではないのですが、おそらく、４月に年度が始まっ

て、会議を開催するのが大体６月から７月で、広報あしやに載せるのが９月。そうすると９

月から募集して、１０月に抽選がありまして、そこからいろいろと説明をさせていただい

て、１２月に締め切ってというようなお話で、このようなスケジュールになっていったのだ

ろうなと推察されます。その程度しか、把握できておりません。 

＜花木委員＞

何か理由があって９月になっているのであれば、後ろがずれてくると困るのかなと。 

あと、５１・５２・５３地区というのは、なぜこんなに人気がないんですか。 

＜事務局：長良＞

先ほどの人気のある区画の裏返しにもなるのですが、いろいろと園全体の道路も整備し

ていっているのですが、５１・５２・５３地区というのは、立地的にそんなに高い位置には
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なくて眺望的にあまりよろしくないということ、この近くにはあまり大きな駐車場も全部

にはないということ、あと、今道路もまだきれいに拡幅できていないこと、そういったこと

が考えられるかなと思っております。 

＜花木委員＞

意外と入口からは遠くなるんですか。 

＜事務局：長良＞

そうですね。東門と西門があって、西門がこちらになります。そこまで遠いかと言われる

と、１８・２０・７４地区などはもっと遠いですので、比較的近いといえば近いのですが、

私も先日通りましたが、道幅が非常に狭いので、運転に自信がない方はあまり通りたくない

のではないかなという気がしました。 

＜花木委員＞

ありがとうございました。 

＜定雪委員長＞

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

―――発言者なし――― 

＜定雪委員長＞

そうしましたら、一定、ご意見、ご質問を頂いたようでございます。それに対する事務局

からの回答も頂きました。この諮問に対する答申としまして、令和６年度の芦屋市霊園一般

墓地の常時募集以外の墓地使用者を決定する基準等について、提案については賛同すると

いう形でよろしいでしょうか。 

―――全員異議なし――― 

＜定雪委員長＞

ありがとうございます。 

そうしたら、そのように答申いたします。特に附帯事項として意見は付けませんが、いろ

いろと委員さんから頂いた意見の中で、分かりやすい文章表現というようなご指摘も頂き

ましたので、今後の参考等にしていただいたらと思います。 

最後に、その他としまして、事務局から何かございますか。 

＜事務局：小山＞

ご審議のほど、ありがとうございました。諮問事項の中で議論していただいたスケジュー

ルの部分につきまして、ご説明させていただいたとおり、今年度は、２月・３月頃にもう一

度開催させていただくことになりまして、委員の皆様にはご負担をおかけすることになっ

てしまいますけれども、ご理解賜りまして誠にありがとうございます。つきましては、年末

年始ぐらいに、次回選考委員会の日程調整を、また改めてご連絡させていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 
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＜定雪委員長＞

ありがとうございます。 

それでは、これをもちまして、委員会を終了いたします。 

円滑な進行にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。今日は、お疲れ様でご

ざいました。 


